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オ ー ストラリ ア連邦政府予算案分析  

1. 2016/17年度連邦政府予算案 

連邦政府予算案(以下、｢予算案｣)発表前か ら議論されていた 世界経済の 見通しやそ の 不安定さに も関わらず、政府は

2017/18 年度以降の 年率 3%といっ た健全な経済成長率や、安全圏である年率 5.5%の 失業率、そ してインフレ率に おい

てはオ ー ストラリ ア準備銀行の ターゲッ ト内に て管理できると言っ た、非常に 安定した 経済見込みを行っ ている。 

今回の 2016/17 年度予算案では複数の 大幅な税制改正が 発表されたが 、期待されたような包括的な改革までに は至

っ ていない。法人税減税は盛り込まれた が 、より安定した 税制と、成長や 投資、インセンティブを妨げ ない幅広い構造改

革が 必要である。 

本予算案では 、多国籍企業と いっ た 大企業に 対し様々な税制上の 高潔性を高め ること を目的と した 措置が 発表されて

いる。オ ー ストラリ ア は 外国資本に 大きく依存していること か ら、継続して投資を呼び 込みビ ジネスを行う為に 魅力の あ

る場所として競争力の ある税制が 必要となっ ている。一方で、他の 国々との 関係構築も必要であり、透明性の ある措置

を公約すること で、オ ー ス トラリ ア に おいては 平等な税負担が されていないと いっ た 誤解が 抱か れないように 取り組む

必要が ある。 

スーパ ーアニ ュ エーション（退職年金基金）に 関して大幅な税制改正が 発表されており、高額所得者を対象としている。 

2. 法人税 

法人税率引き下げへ の 道の り  

連邦政府は今後 10 年か けてすべ ての 会社に 対する法人税率を 25％まで引き下げ る方針を示し、経済界はこれを歓

迎する意向である。現行の 小規模事業者（広義に は年間合計売上高 2 百万ドル 未満の 事業者）に 対する法人税率は

28.5％であり、そ れ以外の すべ ての 会社では 30％が 適用されている。 

以下の 表の とおり、まずは今後 7 年間で売上高を基準とする対象範囲を拡大させなが ら、すべ ての 会社に 対する法人

税率を 30％か ら 27.5％まで段階的に 引き下げることに なる。 

事業年度 年間合計売上高の 上限（単位：百万豪ドル ） 

2016/17 10 百万ドル   

2017/18 25 百万ドル   

2018/19 50 百万ドル   

2019/20 100 百万ドル   

2020/21 250 百万ドル   

2021/22 500 百万ドル   

2022/23 1,000 百万ドル   

2023/24 上限なし 
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2024/25 年度に は法人税率は 27％に なり、そ の 後も毎年 1％ずつ 引き下げられ、2026/27 年度に は最終的に 25％の

税率となる。フランキング クレジッ トは配当を行う会社に 適用される法人税率に 従っ て株主へ 分配することが できる。 

この 法人税率の 引き下げ は 税務上の 居住者、非居住者を問わ ずすべ ての 会社に 適用され、またパ ブリ ッ クトレー ディン

グ トラストや リ ミテッ ドパ ートナーシッ プなどの ような納税義務を負うそ の 他の 事業体に も適用される予定である。 

合計売上高テストに おいては 関連当事者（居住者及び非居住者）か らの 売上も含まれることに なる。また 、日系企業の

オ ーストラリ ア子会社は軽減税率を適用する際の 適格性の 判断に あたり、海外親会社の 売上も考慮する必要性が 生じ

る。 

連結納税 

この 3 年の 間、事業体の 買収又は売却等行う際、現行の 法律の みならず 2013 年 5 月 14 日に 発表された控除可能債

務(‘deductible liabilities’)改正法案も考慮しなが ら、連結納税の 効果を検討する必要が あっ た。 

今年度の 予算案に おいて発表された新ル ール は、2013 年 5 月 14 日に 遡及して適用されず、2016 年 7 月 1 日以降か

ら適用されるため 、本改正法案に よる影響はある程度緩和される。 

新たな改正法案では 、連結納税グ ル ープの 親会社は、新規加入企業が 有する控除可能債務に 対して課税所得を計上

する必要が なくなっ た。そ の 代わりに 、加入企業の 配賦可能原価（allocable cost amount (ACA)）の 算定に おいて控除

可能債務は除外される。そ の 結果として、加入企業の 資産の 税務簿価は小さくなり、将来減価償却費として損金算入で

きる金額も少なくなる。この 新たなル ール は過去提出された予算案と比べ て、より簡素化されたもの に なると本年度予

算案の 中で公約されている。 

連結グ ル ープへ の 加入、離脱か ら生じる繰延税金負債の 現行の 取り扱いは 、複雑な計算を要する上に 予期していなか

っ た 結果を生じさせ る可能性が あっ た 。今年度の 予算案では 、改正法案が 国会を通過した 以降に 生じた 取引に おいて、

加入、離脱に 関する配賦可能原価（ACA）の 計算か ら繰延税金負債が 除外されること が 発表されている。この 変更は加

入、離脱プロセスに おける複雑さを軽減させることに なる。 

2014/2015 年度の 予算案の 中に 証券化資産に 関連する会計上の 債務に 適用される改正法案が 含まれていた。これは

会計上の 債務が 存在する一方で、税務上の 資産が 認識されないことか ら、連結納税グ ル ープもしくは MEC グ ル ープ

(Multiple Entry Consolidated Group)へ の 加入、又は離脱時に 予期していない結果が 伴う可能性が あっ た。当初の 改正

案は、2014 年 5 月 13 日オ ーストラリ ア東部標準時午後 7 時 30 分以降生じる取り決め に おいて、か つ 、グ ル ー プの 構

成企業が 認可を受けた 預金取扱金融機関（authorised deposit taking institution (ADI)）又は金融企業であっ た場合に

の み適用されることに なっ ていた。2016/2017 年度の 予算案では 、この 証券化資産に 関する法案の 適用範囲を非金融

機関に も拡大し、2016 年 5 月 3 日オ ーストラリ ア東部標準時午後 7 時 30 分以降生じる取り決め か ら適用されることに

なる。 

上記以外で過去の 予算案で発表されたいくつ か の 重要な連結納税に 関する改正案は 、現時点ではまだ施行されてい

ない。 
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3. グ ローバ ル タッ クス 

多国籍企業に よるオ ーストラリ アでの 納税は継続して関心の 高い問題である。今年度予算案の 一部に 盛り込まれた内

容は、オ ーストラリ ア国内およびグ ローバル でも認識されている、多国籍企業に よる「税源浸食と 利益移転（BEPS）」を

対象とした近年の 傾向か ら大きく変わりはない。日本の グ ローバル 企業の みが 対象と されている状況ではないが 、オ ー

ストラリ アに 投資する日本企業は、これらの ル ール をしっ か りと考慮する必要が ある。 

迂回利益税（Diverted Profits Tax）

政府は、2017 年 7 月 1 日以降開始する事業年度より、40％の 迂回利益税（DPT）を適用すると発表した。この 税制は、

ATO に 強力な権利を与え、多国籍企業が オ ーストラリ ア で獲得した利益に 対して適切な納税が 行われているか を確認

し、ATO に 協力的ではない納税者の 取り締りを強化することを目的に 、ATO に より強力な権限を与えること を意図して

いる。DPT は、2015 年 4 月 1 日か ら英国で適用されている、不十分な経済実態（insufficient economic substance）と

いう概念をベースに している。尚、政府は 2016 年 6 月 17 日までに 審議すべ く、DPT に 関する 20 ページに わたるコン

サ ル テーションペーパ ーを提出している。 

主な特徴 

オ ーストラリ アの DPT に おいては以下が 提案されている。 

・ 2017 年 7 月 1 日以降の 開始事業年度より、関連取引の 発生タイミング を問わ ず適用と する。 

・ グ ル ープ収益が 10 億ドル 以上の 多国籍企業の みの 適用とし、オ ーストラリ アでの 収益が 25 百万円未満となる比

較的小規模の 事業活動が オ ーストラリ アで行われている場合に は 対象外とされる予定。 

・ 不十分な経済実態の 関連会社間取引に よっ て、利益に 対し 20％以上の 税金を減額した場合に は 、当該関連会社

間取引に て海外へ 移転された利益に 対し 40％の 罰則金が 課される。 

・ ATO に 提供された情報を基に 、減税を目的として行われた取引であることが 合理的に 判断された場合に 適用され

る。 

・ 関連会社間取引が 人為的または不自然であると判断される場合、迂回利益を分析し対応策を構築する権限を

ATO へ 付与する。 

・ DPT は前払い制とし、当該迂回利益の 指摘に 対して正当な処理と判断された場合に の み、当該 DPT の 見直しが

可能となる。 

・ DPT の 適用対象外となること を ATO へ 証明する為の オ フショア関連会社間取引に つ いて、タイム リ ー且つ 十分な

情報開示の 責任を納税者に 課すもの とする。 

・ 自己申告制を採用している所得税とは 異なり、DPT は ATO に 指摘を受けた 場合に の み発生する。 

DPT 対象取引 

今年度予算案に て提案された DPT ル ール は 、英国で適用されている「不十分な経済実態」の 概念を基本としており、

当該 DPT の 対象となる可能性が ある場合に は、以下の 2 つ の 条件が 重要となる。 

・ 当該取引に おいて実効税額の ミスマ ッ チが 生じているか  

・ 当該取引は、不十分な経済実態を伴っ ているか  
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実効税額の ミスマッ チ 

実効税額の ミスマッ チは 、オ ーストラリ アの 納税者（A 社）が 関係会社（B 社）とクロスボーダ ー取引を行っ た 結果、当該

取引に 起因する B 社の 税負担が 、A 社の 減税額に 対しそ の 80％を下回る場合に 発生する。 

実効税額の ミスマッ チを決定する際に は 、オ ー ストラリ ア および取引相手国での 当該取引に 関する全ての 所得税が 考

慮される。この 為、日本の 実効税率が 同等もしくは 高いことか らオ ーストラリ アと日本の 間での 取引の みを考慮するの

ではなく、日系の 多国籍企業グ ル ープに よる第三国との 取引が 発生する場合もしくは 、税優遇措置が 実効税率を引き

下げる場合、実効税額の ミスマッ チが 発生する可能性が ある。 

例えば、A 社と B 社の 関連会社間取引に より A 社が 100 ドル の 税控除を行う一方、B 社が 所在する国の 法人税率が

低い為、B 社は 60 ドル しか 税額が 増額しない状況を想定した場合、B 社の 所在国に おける税額が 80 ドル 以下と なる

為、実効税額の ミスマ ッ チが 発生することに なる。 

不十分な経済実態 

経済実態が 不十分か どうか の 判断は 、当該取引が 減税の ため に 行われた か という点に つ いて、ATO へ 提供された 情

報に 基づき「合理的な判断」の 可否で決定される。しか しなが ら、税金に 関係しない財務上の 利益が 減税に よる利益を

超える場合に は、当該取引は十分な経済実態が あると みなされる。 

DPT の 算出方法 

関連会社間取引に より実効税額の ミスマッ チが 発生し不十分な経済実態が 見受けられる場合、ATO は DPT の 査定に

おいて、当該迂回利益の 総額に 40%の DPT レートを乗じて算出する。 

控除額が 独立企業間価格の 金額を超える場合、迂回利益は控除額の 30％となる。そ の 他の 場合、迂回利益金額は、

ATO が 合理的に 算出した金額を基準とする。 

DPT を計算する際、オ ーストラリ ア国内外で支払っ た 金額は税額控除される、利息が 加算される。 

プロセス 

DPT は所得税と異なり自己申告制ではなく、ATO の 査定に より課される税金である。（遡及期間は 7 年） 

DPT の 査定に 関しては、ATO や納税者側での プロセスに おけるタイミング に つ いて複雑なル ー ル が 提案されているが 、

税務長官が 利用可能な情報に 基づき査定を行い、同査定期間の 限られた時間内に おいて納税者に 対応を要請できる

ように 設計されている。 

納税者は 、ATO に よるレビ ュ ー期間完了か ら 30 日以内に 控訴することが 可能。 

一方で、ATO レビ ュー プロセス期間に おいては 、納税者は ATO の 見解に 沿っ た移転価格の 結果を反映させる形での

修正申告を行うこと が できる。当該調整額は DPT 率の 40％ではなく、30％に て課税される。（罰則金が 課される可能

性が ある） 

そ れ以外の コメント 

残念なこと に 、連邦政府は BEPS 提言と整合しない新た な税制を導入し、経済協力開発機構(OECD)や G20 の BEPS

行動計画か ら逸脱してしまっ ている。提案された DPT の 中身は移転価格の 調整であり、ATO は関連当事者間取引を

利用して適切な課税所得の 報告を行っ ていないオ ー ストラリ ア 納税者を念頭に 置いている。DPT は 、既存の 移転価格

および一般租税回避防止ル ール で許可されていない状況の 中で、アレンジメントを再構築することを税務長官に 許可し

ようと模索しており、そ して BEPS 行動計画 8, 9, 10 に 関連する推奨の 範囲を超えている。 

この 税制に 関しては、まだ多くの 部分が 明確に なっ ていない。例えば、コンサ ル テーションペーパ ーでは DPT と オ ー スト

ラリ アの 租税条約義務をどの ように 調整するか に 関し、DPT の 支払義務及び支払金額が 外国管轄の 税務当局へ の 納

税に よっ て免除されないだ ろうと 言うこと 以外、ま っ た く記述が されていない。これは オ ー ス トラリ ア の 既存の 移転価格
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税制に 基づ く ペ ナ ル テ ィ と 同様の 扱い で あ る 。加え て 、DPT が 既存の 事前確認に よ る 合意(Advanced Pricing 

Agreements)に どの ような影響を与えるの か 理解すること が 重要に なるであろう。 

アンチハ イブリ ッ ド法の 実現 

予想されたとおり、オ ーストラリ ア政府はアンチハ イブリ ッ ドル ール を適用することを発表した。同ル ール は 2018 年 1 月

1 日以後または関連法律が 制定された 6 ヶ月後の 支払か ら適用される。 

同アンチハ イブリ ッ ドル ー ル 固有の 複雑性、必要と なる法律改正を考慮すると 即時適用でないの は いいニ ュー スである。

適用が 将来に なっ た ことに より： 

・ 納税者は 既存の アレンジメントを評価したり、再構築する時間を得る 

・ 適用前に 関連する法規制が 整備・施行されることに より、状況が より明確に なる 

・ オ ーストラリ アでアンチハイブリ ッ ドル ール を法律化することで想定される実務上と相互作用上（例えば、過少資本

税制、利子源泉徴収税、移転価格、定義、各税制の 適用順位、連結納税など）の 課題に 対処するため の 十分な機

会を財務省や利害関係者に 提供する。 

納税者は この 法案で影響を受ける既存の ハ イブリ ッ ドア レンジメントを自由に リ ストラクチャーできるように なると期待し

ている。多くの 納税者が 今後アレンジメントを見直す必要が あるため に 重要なことだと考えている。 

オ ーストラリ ア版アンチハ イブリ ッ ドル ール は OECD の 推奨に 下記を含め いくつ か の マイナーな修正を含め ている。 

・ 推奨 1(金融商品ル ー ル )は 、ハイブリ ッ ドミスマッ チが 単に 時期ずれに すぎないである場合、3 年以内の 金融商品に

は適用されない。 

・ インテグ リ ティ問題が 将来に 発生する場合を除き、任意推奨 2.2（ハイブリ ッ ド移転の もとで外国税額控除を制限）は

直ちに 実行されない。 

・ インテグ リ ティ問題が 将来に 発生される場合を除き、任意推奨 5（逆ハイブリ ッ ドの 税務上の 取扱いに 対して具体的

な推奨を含む （例えば逆ハ イブリ ッ ドの 元での 利益配当の 根拠を確証する CFC ル ー ル の 変更、非居住投資家に 関

する税務上の 不透明性及び申告や報告義務の 導入））は 直ちに 実行されない。 

アレンジメントが アンチハイブリ ッ ドル ール の 影響を受けるか どうか の 分析は、詳細に 外国の 税制を理解する必要が あ

るため に 複雑である。しか しなが ら、アンチハ イブリ ッ ドル ール は“インポートミスマッ チル ール ”の 導入より更に 複雑性

が 増すことに なる。この 規範ル ール は、アンチハ イブリ ッ ドル ール を導入していない管轄で生じるハイブリ ッ ドミスマッ チ

の 利点を間接的に シフトするの を防ぐ ように デ 設計されている。 

インポートミスマッ チル ール は融資と非融資の 両方の 支払いに 対して適用される為、幅広い影響を及ぼす（例： 利息、

ロイヤ リ ティ、賃借料や サ ー ビ スへ の 支払を含む 広範囲の 支払が 税務控除されない可能性が ある）。グ ル ープ内の サ

プライチェーンおよび非金融取引に よっ て資金調達されるハイブリ ッ トアレンジメントは、インポートミスマッ チル ール に よ

っ て影響を受ける可能性が ある。 

インポートミスマッ チル ール に 関連して避けることが できない実務上困難な問題が 多くある。特に 、 

・ グ ローバル グ ル ー プ内の 事業体（複数あるいは無制限ある可能性有り）に おける資金の 流れを把握すること 、及び

この ル ー ル を実行している管轄全域で控除否認を分配する必要が ある。 

・ 納税者の オ ーストラリ アの オ ペレーションに 直接関係の ない支払いの オ ー ストラリ ア国外での 税務取扱いを理解す

る必要性、及びオ ーストラリ アに おける税務取り扱いに 影響を与える外国の 法域に おける法改正を把握しておく必

要が ある。 
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税務当局（ATO を含む ）は何層に もなる事業体の 個々の 税務上の 取扱いを完全に 理解することが 必要である（オ ースト

ラリ アの 収益の 観点か ら影響が ない場合でも）。 

オ ー ストラリ ア 政府は 、政策目標を逸脱して不用意に そ の 範囲を拡張すること なく、意図するア レンジメントをターゲ ッ ト

とする法律を草案するの はと ても難しい。 

最後に 、当レポー トで税制委員会に よっ て指摘されている複雑性と ル ー ル 間の 相互作用を考慮し、政府は 規制上の 自

己資本に 関連して生じる税務上の 損金算入/適格可能性（frankable）ハ イブリ ッ ドミスマッ チに 対処する最善の 方法を検

討するため に 、見直しに 着手するよう税制委員会に 求め ている（Term of reference を参照）。税制委員会は 、利害関係

者と協議を行い、2016 年 7 月までに 政府に 報告するように 求め られる。この 日程はア ンチハイブリ ッ ドル ール の 適用開

始日に 沿っ ている。 

過少資本税制の 制限の 変更 

事前の 憶測に 関わらず、過少資本税制の 変更は今回の 予算案で発表されなか っ た。 

新しい OECD 移転価格ガイダ ンスの 採用 

連邦政府は 2015 年 OECD が 公表した改定移転価格ガイダ ンスの 採用を提案している。これに よりオ ーストラリ ア 納税

者はオ ーストラリ ア の 移転価格ル ール に 準拠するか どうか 検証する際、新 OECD 移転価格ガイダ ンスの 内容を考慮す

る必要が ある。 

2015 年に OECD が 公表した変更は法形式よりも、経済実態に より焦点を当てている。2015 年ガイダ ンスに ある具体的

な変更点は次の と おりである。 

・  関連当事者間の リ スク配分を分析するた め の フレーム ワ ーク 

・  取引の 再構築または 否認が 適切であるか に 関するガイダ ンス 

・  無形資産に 関する移転価格上の 考慮事項に 関する詳細な新たなガイダ ンス 

・  コスト拠出アレンジメントに 関する改訂ガイダ ンス（費用分担の 取り決め として知られている） 

・  低付加価値の 関係会社間サ ービ スに 対する移転価格ガイダ ンス（例えば、日常的な管理サ ービ ス） 

新しいガイダ ンスが オ ーストラリ アの 法律に 組み込まれると、移転価格ペナル ティを課せられないよう納税者は移転価

格文書が 文書化基準を満た すようガイダ ンスをきちんと カバーしているか どうか 確認する必要が 出てくる。 

4. 税の 透明性 

過度の タッ クスアレンジメントの 情報開示の 義務化 

政府は 経済協力開発機構（OECD）に よる情報開示の 義務化の 提言に 関して、デ ィス カッ ション・ペー パ ー を発行した 。

そ れに よると 、税務ア ドバ イザ ー また は 納税者は 過度の タッ クスア レンジメントに つ いて早期の 情報開示（通常は 所得

税申告書の 提出前）を義務づけられ、税務当局が 、所得税システム の 規範を損なうおそ れの あるア レンジメントの 情報

を、タイム リ ーに 得ることが 可能に なるとされている。 

自主的な税務情報開示の 規則 

2016 年 2 月に 、税制委員会は、自主的な税務情報開示の 規則（Voluntary Tax Transparency Code, "TTC"）に 関する

報告書を政府に 提出した。2015/16 年度予算案に おいて、政府は TTC を税務上の コンプライアンスをより強力に 推進

するため の 重要な要素と 位置付けており、すべ ての 企業が 2016 事業年度以降 TTC を採用することを奨励している。

委員会が 作成した TTC の 素案は 、企業が 自主的に 税務情報を開示するた め の 原則と 「最低限の 基準」か ら成るもの
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である。委員会は 、コー ポレー ト・ガバ ナンスの 慣行の 変化、法的および商業環境の 変化、並びに グ ロ ー バ ル な税の 透

明性の 発展など に 応じて、TTC が 進化していくことを期待している。 

TTC は パ ート A とパ ート B の 2 部構成となり、大規模企業（「TTC 上の オ ーストラリ ア に おける売上高」が 5 億ドル 以

上の ビ ジネス）に は両方の 採用を推奨するとしなが ら、中規模企業（TTC 上の オ ーストラリ アに おける売上高が 1 億ド

ル 以上 5 億ドル 未満の ビ ジネス）に はパ ート A の みを採用することを推奨している。 

パ ート A では、最低限下記の 情報を開示するよう企業に 求め ている。 

 会計上の 利益と税金費用の 調整、及び納付済法人税または未払法人税との 調整 

 重要な一時差異および永久差異 

 オ ーストラリ ア及び全世界の 活動に 関する実効税率（オ ー ストラリ ア会計基準審議会（AASB）の ガイダ ンスに

基づくもの ） 

パ ート B では、最低限下記の 情報を開示するよう企業に 求め ている。 

 税務戦略とガバ ナンスへ の アプローチ 

 納付済法人税の 税貢献概要 

 国際的な関連当事者との 取引に 関する情報 

一部の 大企業はすでに 公に この 種の 情報を報告している（例えば、採掘産業透明性イニ シアティブ報告書または欧州

連合税指令報告書）。しか し、そ の 他の 企業では 税務情報の 一般へ の 公開内容及びコンプライアンスコストが 大幅に 増

加することに なる。報告書で述べ られた通り、TTC は自主的情報開示の 最低限の 基準であり、追加的な情報の 開示を

選択する企業が 現れることも期待されている。 

報告書では、誤っ た TTC 情報の 開示に 関する監視ル ー ル や罰則を追加することは推奨していない。しか し、委員会が

この 結論に 至っ たの は、オ ー ストラリ アの 会社法の 制裁措置の ように 、誤っ た情報の 開示に 関する既存の 法的規制が

あることを考慮したため である。TTC に おいて、企業は TTC レポートを一般に 公開し（例えば会社の ウ ェ ブサ イト上で

の 公開などに より）、またそ の リ ンクを ATO に 提供することに より、一般公開された TTC レポートを ATO ウ ェブサ イト上

で閲覧することも可能に なる。オ ーストラリ ア会計基準審議会（AASB）に 期待される役割としては、企業が TTC で必要

とされる基準を満たすた め の ガイダ ンス資料を作成すること、一貫性を確保するた め 「実効税率」の 用語定義を確立す

ること、評価替・減損・為替換算等に つ いての 議論を喚起すること、など が あげられる。 

委員会は 報告書の 結びとして「TTC は他国の 税の 透明性に 関する措置に 比べ 、より高度でより包括的なもの である。

しか し、TTC はそ の 柔軟性に より企業や団体か らの 強い支持を受けており、幅広く採用されることが 予想される」と述べ

ている。 

租税回避行動の 内部告発者の 保護

政府は、租税回避行動及びそ の 他の 税務問題に 関する情報を ATO に 開示した個人をより適切に 保護するた め 、新し

い措置を導入する。この 新しい措置は 2018 年 7 月 1 日か ら実施され、ATO に 情報を開示した個人（従業員・元従業

員・アドバイザ ー を含む ）は法律に 基づきより適切に 保護される。 

情報開示の 要件を満たさない場合の 罰則を大幅に 強化 

ATO に 対する情報開示を行わなか っ た場合に 適用される最大の 罰則規定に つ いて、大幅な強化が 提案された。この

罰則は「重要なグ ローバ ル 企業」（全世界の 売上高が  10 億ドル 以上）に 適用される。新しい規定では、情報開示の 義

務を満たさない場合の 最大の 罰金は 450,000 ドル となる（現行の 最大の 罰金は 4,500 ドル ）。例として、2015 年に 制定

された法律に 基づく国別報告に 関する報告要件を満たさない企業に 対しても、この 罰則が 適用されうる。 

また 、ATOに 必要な報告書を提出しなか っ た 場合の 罰金も倍増されるた め 、不注意な税務処理等を行う多国籍企業に

課せられる罰金が 増えること に なる。 
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5. 個人所得税 

個人所得税率

予算案に おいて、現在問題と なっ ているブラケ ッ トクリ ー プ（名目所得の 増加に より高い税率が 課されること ）に 対応す

るため 、2 番目に 高い限界税率である 37%の 課税所得レンジの 下限を現行の 80,000 ドル 超か ら 87,000 ドル 超に 引き

上げること が 提案された 。政府の 試算に よると、この 措置に より約 50 万人の 納税者が 2019/20 年度までこの 課税所得

レンジに 入ることを避けられるとしている。 

提案された 2016/17 年度の 税率は、下記の 通りである。 

課税所得レンジ（単位：豪ドル ） 2016/2017 税率 （居住者） 2016/2017 税率 （非居住者）

18,200 ドル 以下 0.0% 32.5%

18,200 ドル 超  37,000 ドル 以下 19.0% 32.5%

37,000 ドル 超  87,000 ドル 以下 32.5% 32.5%

87,000 ドル 超  180,000 ドル 以下 37.0% 37.0%

180,000 ドル 超 45.0% 45.0%

時限的財政再建税（Temporary Budget Repair Levy）の 延長に 関する提案はなく、現行通り 2017 年 6 月 30 日まで適

用され、そ れ以降は廃止される見込みである。（時限的財政再建税は、180,000 ドル を超える個人課税所得部分に 対し

2%の 税率で課される）。 

また、業務関連費用の 控除に 関する法案に 関しても変更は提案されていない。 

本年度（2015/16 年度）と 2016 年 7 月 1 日か ら始まる年度（2016/17 年度）を比較した、居住者の 課税所得レンジ別の

所得税及び時限的財政再建税は 下記の 通り。（メデ ィケ ア 税、メデ ィケ ア 税追加賦課金、 低所得税額控除、そ の 他税

額控除は 除く）。 

課税所得 

（単位：豪ドル ）

2015/16 年度 

所得税 

（単位：豪ドル ） 

2016/17 年度 

所得税 

（単位：豪ドル ） 

時限的財政再建税

 （単位：豪ドル ） 

両年度同じ

2015/16 年度合計 

 （単位：豪ドル ） 

2016/17 年度 

合計 

（単位：豪ドル ）

37,000 ドル  3,572 ドル  3,572 ドル  0 ドル   3,572 ドル  3,572 ドル  

75,000 ドル  15,922 ドル  15,922 ドル  0 ドル   15,922 ドル  15,922 ドル  

100,000 ドル  24,947 ドル  24,632 ドル  0 ドル   24,947 ドル  24,632 ドル  

150,000 ドル  43,447 ドル  43,132 ドル  0 ドル   43,447 ドル  43,132 ドル  

180,000 ドル  54,547 ドル  54,232 ドル  0 ドル   54,547 ドル  54,232 ドル  

200,000 ドル  63,547 ドル  63,232 ドル  400 ドル   63,947 ドル  63,632 ドル  

300,000 ドル  108,547 ドル  108,232 ドル  2,400 ドル   110,947 ドル  110,632 ドル  

400,000 ドル  153,547 ドル  153,232 ドル  4,400 ドル   157,947 ドル  157,632 ドル  

メディケ ア

メディケア税は 前年度か らの 変更は無く、現行レートである課税対象所得額の 2％が 引き続き適用される。 

一方、2016/17 年度に おいて、メデ ィケ ア 税が 非課税と なる低所得者所得基準が 引き上げ られた 。背景に は 、消費者

物価指数（CPI）の 増加を相殺し、低所得納税者が メディケア税を免除されることを可能に する目的が ある。 
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新所得基準は、下記の 通りである： 

 未婚者の 場合、21,335 ドル （前年度 20,896 ドル ） 

 既婚者の 場合、36,001 ドル （前年度 35,261 ドル ）、扶養されている子供や 学生に つ いても、一人に つ き 3,306 ドル

の 追加（前年度 3,238 ドル ） 

 未婚高齢者、及び年金受給者の 場合、33,738 ドル （前年度 33,044 ドル ）、高齢者及び年金受給者の 夫婦の 場合、

合計で 46,966（前年度 46,000 ドル ）

私的健康保険料及びメディケア 税追加賦課金（サ ーチャージ）の 取扱い 

私的健康保険料割戻率は 毎年 4 月 1 日に 変更される。尚、メデ ィケア 税追加賦課金の 所得基準の 凍結は 2021 年     

6 月 30 日までの 延長が 提案された。 

従っ て、2016年4月1日か ら2017年3月31日に おける私的健康保険料割戻率及び 、適格な私的健康保険に 加入してい

ない個人に 対するメディケア 税追加賦課金に つ いては 、下記の 通りである。 

全額受給対象 区分 1 区分 2 区分 3 

課税所得 

(単位：豪ドル ) 

未婚者 90,000ドル 以下 90,000ドル 超

105,000ドル 以下 

105,000ドル 超

140,000ドル 以下 

140,000ドル 超 

既婚者 180,000ドル 以下 180,000ドル 超 

210,000ドル 以下 

210,000ドル 超

280,000ドル 以下 

280,000ドル 超 

割戻し率 65 歳未満 26.791% 17.861%   8.930% 0.00% 

65歳以上 

69歳以下 

31.256% 22.326% 13.395% 0.00%

70歳以上 35.722% 26.791% 17.861% 0.00% 

メディケ ア税 

追加賦課金 

（サ ー チャー ジ） 

全年齢対象   0.00%   1.00%   1.25% 1.50% 

そ の 他 

当初の 予想通り、政府は賃貸用不動産の 投資に 関する「ネガティブギアリ ング 」の 廃止あるいは制限に つ いての 変更を

発表しなか っ た。 

また、2015/16 年度予算案で発表された、所謂「バッ クパ ッ カー 税」に 関する発表も行わ れなか っ た。当初の 発表では 、

オ ーストラリ アに ワ ーキング ホリ デーとして来た人を滞在期間に 係わらず税務上の 非居住者とみなす規定を 2016 年 7

月 1 日より適用する予定であっ たが 、現在更なる検討の 対象となっ ている。 



Provocative thought
PwC Australia 日本語ニ ュ ース レター 10

6. スーパ ーア ニ ュ エ ーション（退職年金基金） 

退職年金基金は 、今年度予算案に おいて強く焦点が 当てられた分野であり、多くの 変更が 発表された。これらの 変更

に は、低所得者へ インセンティブや 機会を提供し退職年金貯蓄を強化するといっ た 案が 含まれる一方で、退職年金貯

蓄へ 影響を及ぼしうる内容が 含まれている。下記の 案は、政府の 退職年金基金改革案の 一環として退職年金基金シ

ステム の 持続性、柔軟性及び一貫性の 向上を目的として発表された。 

税制優遇措置適用可能な拠出限度額の 引き下げ 

2017 年 7 月 1 日より、税制優遇措置適用可能な拠出限度額、即ち、税引前所得か らの 拠出額を、年間 25,000 ドル に

引き下げる（現在は 、50 歳未満の 場合、30,000 ドル 、50 歳以上の 場合、35,000 ドル に 設定されている）ことに より、退

職貯蓄を制限するとしている。 

しか し、過年度に 税制優遇措置適用可能な拠出限度額を超えていない場合に は、追加拠出の 機会が 与えられる。

2017 年 7 月 1 日に 施行予定の 本改正案は、退職年金基金へ の 累積拠出額が 500,000 ドル 未満の 個人に の み適用さ

れ、適用の 場合に は 税制優遇措置適用可能な拠出限度額まで未利用拠出額の 繰越が 可能となる。これに より、断続

的労働形態の 個人（女性や 介護人等）が 通常労働形態の 個人と同等に 退職年金基金へ の 累積拠出額を積み立てられ

るように なることが 狙いとされる。 

控除可能な自主的拠出に関する 10%ル ール の 廃止 

2017 年 7 月 1 日より、75 歳まで自主的拠出に よる所得控除が 可能となる。これに より、雇用主とサ ラリ ー・サ クリ ファ イ

ス（税引き前給与か らの 拠出）の 取り決め を行う必要が 無くなり、新たな税制優遇措置適用可能な拠出限度額までの 控

除が 可能となる。 

Div293 税基準の 引き下げ 

2017 年 7 月 1 日より、政府は、高所得者の 税制優遇適用可能な年金基金拠出額に おいて 15％が 追加的に 課税（一

般的に ”Divison 293 Tax”と呼ばれる）される基準を、300,000 ドル か ら 250,000 ドル に 引き下げる。 

任意（税引後）拠出額 

任意拠出額に おいて、生涯限度額が 設けられることとなっ た。新たに 設けられた 500,000 ドル の 生涯限度額に つ いて

は直ちに 実施され、2007 年 7 月 1 日以降に 拠出された 全ての 任意拠出額に 適用される。しか し、2016 年 5 月 3 日午

後 7 時半（当予算案発表日）より前に 行われた任意拠出は、限度額を超えることはできない。当生涯上限額は、現在の

任意拠出額年間上限の 180,000 ドル （税制優遇措置適用可能な拠出限度額の 6 倍）、及び 540,000 ドル まで任意拠出

が 行える 3 年分一括拠出に 取っ て代わるもの である。 

拠出対象年齢制限の 引き上げ 

2017 年 7 月 1 日より、拠出を行うため の ワ ークテストの 年齢が 65 歳か ら 74 歳に 引き上げられる。これに より、労働形

態に 関わ らず、退職貯蓄を長期的に 行う事が 出来るように なる。 
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7. 私有事業 

本年度予算案の 恩恵を最も享受するの が 合計売上高 10 百万ドル 未満の 小規模事業であること は明らか である。しか

しなが ら、売上高 10 百万ドル の 要件は一般的に 当事会社と(オ ー ストラリ ア及び海外両方の )関係会社の 売上高合計

に 基づき判定するため 、多くの 日系企業の オ ーストラリ ア 子会社に 対しては 適用されないもの と考えられる。 

主な変更内容は 以下の と おり： 

 上述した小規模事業に 対する法人税率の 段階的な軽減。 

 非法人小規模事業に 対する税率軽減の 拡大。 

 私有企業みなし配当ル ール (Division 7A of the Income tax Assessment Act 1936)の 運用及び事務管理を改善す

るため の 修正。 

 小規模事業に 該当する事業売上上限額の 増加 及び拡大された特例。 

 現行の 資産即時償却法を含む 簡素化された減価償却計算ル ール の 利用拡大。 

 簡素化された 在庫計算方法。在庫の 価値変動が 5,000 ドル 未満の 場合、年度末の 棚卸を省略する方法を選択す

ることが 可能。 

 税務当局(ATO)の 計算に 基づいて予定納税額(PAYG instalments) を支払う簡素化された 支払方法。過大又は 過

少見積に よりペナル ティーが 生じるリ スクを防ぐ ことが 可能。 

 現金主義で GST を計上し ATO が 計算した予定納税額(GST instalments)を支払う処理方法の 選択が 可能となる。 

 FBT 免除ル ール (FBT 申告年度に 従い 2017 年 4 月 1 日以降適用)など現在小規模事業に 適用可能なそ の 他の

特例 

 GST の コンプライアンス費用を削減する簡易版 Business Activity Statements (BAS)の 試験導入（2017 年 7 月 1

日以降の 公表） 

8. 金融アレンジメントに 関する課税制度（ＴＯＦＡ） 

政府は、金融アレンジメントに 関する課税制度 (TOFA)を大幅に 改定し、TOFA の 枠組みを再構築することに よっ て、対

象範囲を縮小、コンプライア ンス費用を削減し、確実性を向上させると発表した。新しい簡素化されたル ー ル は 2018 年

1 月 1 日以後開始する所得年度か ら適用となり、税制委員会 (The Board of Taxation) と財務省が TOFA の 枠組みの

完全見直しに 費やした二年間の 成果を示すもの としている。 

改正案は４つ の 重要な要素を含んでいる: 

 会計との つ なが りの 密接化、すなわち TOFA ル ール での 税務・会計の 既存の 関連性の 強化及び簡素化 

 発生主義・実現主義の ル ー ル の 簡素化、TOFA ル ール の 対象となる納税者の 大幅な減少、TOFA の 下で必要と さ

れる利益・損失の 見積・繰延処理の 削減、必要な計算の 簡素化 

 新しい税務上の ヘッ ジ制度に おけるアクセスの 簡易化、更に 多様な種類の リ スク管理ア レンジメント （資産ポートフ

ォリ オ の リ スク管理を含む ）の 網羅、財務会計へ の 直接的な繋が りの 排除 

 外国為替での 利益・損失に 対する課税制度の 簡素化し、現在の 課税状況を維持しつ つ 制度を効率化 

政府は、この 改正の 一環として、以前発表されたが 未だ法制化されていない以下の ような多くの 改正案を反映したポリ

シーを組み込む ことも示唆した: 

 金融アレンジメントに 関する課税制度 - 2011/2012 年度予算案で初め て発表された、税務上の ヘッ ジ規定の 修正 

 機能通貨ル ール - 2011/2012 年度予算案で初め て発表された、機能通貨を使用可能な企業の 範囲の 拡大 
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 外国為替規制に 関連する金融アレンジメントに 関する課税制度 - 2004/2005 年度の 中間経済・財政見通し (Mid-

Year Economic and Fiscal Outlook) で始め て発表された、テクニ カル ・コンプライアンス費用の 削減に 関連した修正 

開始日は ほぼ２年後となるが 、前回の TOFA は作成に ２０年近く要したことを考慮すると、政府は 果たしてこの ような極

め て短いタイム フレーム で対応できるの か 見届ける必要が ある。この 様な税制の 変更に は いつ も細部に 落とし穴が 存

在しており、これか ら展開されていく２年間を注視していく必要が ある。 

資産取得の ため の 資金調達に おける障害の 除去 

政府はまた、繰延払や割賦購入等に 伴う資産に 関する金融アレンジメント、すなわち資産取得の ため 資金調達する際

の 主要な障害を取り除くと発表した。これらの 修正は 、資産取得の た め の 資金調達の 利用を、有利子の 貸付又は 投資

に 基づく金融アレンジメントと 同じ方法で取扱われるように 修正し、オ ーストラリ アの 多様な資本の 利用を促進するもの

である。この 改正案は 2018 年 7 月 1 日か ら適用となる。 

9. アセッ ト・アンド・ウ ェル ス マ ネジメント 

新“集団投資ビ ークル ”の 導入 

アジア地域ファ ンドパ スポー ト（The Passport）開始へ 向け、政府は 二つ の 新たな集団的投資ビ ークル （CIV） - コー ポレ

ート CIV とリ ミテッ ド・パ ートナーシッ プ CIV - の 導入を決め た。双方とも、税務上は パ ススル ー媒体である。コーポレー

ト CIV は 2017 年 7 月 1 日以降の 年度に 向けて導入され、リ ミテッ ド・パ ートナーシッ プ CIV が そ の 一年後に 続く予定で

ある。新 CIV は、マ ネージド投資信託と 似たような適格性基準（広く保持されていること や主に パ ッ シブ運用に 従事して

いること）を満たす必要が ある。 

マネージド投資信託は 、現在、オ ーストラリ アで最も一般的な CIV の 種類であるが 、多くの 外国人投資家に は 認識され

ておらず、そ の ことが オ ーストラリ アへ の 投資の 妨げとなっ ている。この 度の 新たな投資ビ ークル の 導入は、オ ーストラ

リ アの ファ ンド・マネージメント産業の 国際競争力の 向上し、また、政府が これらの 措置を 2017 年の The Passport の 開

始に 合わ せて速やか に 実施することを約束した意味で、喜ばしいことである。 

The Passport は、対象とする集団投資スキーム を国境を越えて手助けする国際的イニ シアチブであり、投資家保護も

参加地域で保証されている。２０１３年９月に オ ーストラリ ア に より署名された 主旨書に よると、The Passport の 目的は

「そ の 地域、またファ ンド・マ ネージメント産業内に おける金融市場の 成長と 競争力の 手助けをすると同時に 、共通フレ

ーム ワ ークを作る事に より、多様な経済圏に おいて集団投資スキーム を提供する機会を模索するオ ペレーターが 直面

している規則の 矛盾や重複と いっ た問題を低減させる効果が ある」とされている。アジア地域はファ ンド・マネージメント

に とっ ては成長分野であり、2015 年６月時点に おけるそ の 資産総額は、分か っ ているだ けで 4.5 兆米ドル である。新た

な集団的投資ビ ークル 及び The Passport、新制度“特定マネッ ジド投資信託制度（AMIT）（今週に も議会に より制定さ

れる見込み）に より、オ ーストラリ アの 資金は、広いアジア 地域全体へ の 足掛か りを得られることとなるであろう。 

国際的に 合意されたThe Passportの ル ール 及びThe Passportの 協力構造を提示したThe Passport協力の 覚書は、先

週、財務補佐大臣及び小規模事業担当大臣に より署名が 行われ、2016年6月30日に 成立することとなる。そ の 日より、

参加経済各国は 、The Passportを支持する国内整備実施の 為に 、最大18ヶ月が 与えられる。The Passportに 準拠した

スキーム の 第一弾は 、2017年に 提供されると見られている。The Passportに 関する更なる情報に つ いては、PwC「Asian 

Passports, the coming of age」をご覧下さい。 
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10.間接税 

GST（物品及びサ ービ ス税) 

消費者により輸入された低額消費財に 対する GST の 課税

全州一致で合意が 得られることを前提として、2017 年７月１日以降に 消費者に よりオ ーストラリ アに 輸入される低額消

費財に 対して GST を適用する改正案が 政府か ら発表された。 

当該改正案は、前年度予算案で発表された 、非居住者が オ ーストラリ アの 消費者に 対してデジタル 製品やサ ービ スを

提供した際に 当該非居住者に 対して GST が 適用されるといっ た法案に 似たもの で、オ ーストラリ ア国内での 売上が 年

間 75,000 ドル 以上ある海外の 供給者は、オ ーストラリ ア の 消費者に 低額消費財の 販売をする場合、GST の 登録、回

収及び支払い義務が 発生するとされている。 

これらの 課税案に 関しては 、当初の 想定通りに 運営が 行われていることを確認し、また国際状況の 変化を勘案するた

め 、2 年以内に 見直しが 行わ れる予定である。 

小規模事業者に 対する GST 優遇措置の 拡大

政府は、小規模事業者の 年間売上額区分の 上限を現行の 2 百万ドル か ら 1 千万ドル に 引き上げることを発表した 。こ

の 変更に より、年間売上額が 1 千万ドル 以下の 小規模事業者は 、GST の 納税を現金主義ベース（発生主義ベー スに

代わり）で行う選択肢が でき、また GST の 納税を分割払い（ＧＳＴ法上の 規定に より）に することもできる。 

当該改正案は、小規模事業者の 税負担軽減を目的としている。 

Ｗｉｎｅ Equalization Tax（ＷＥＴ）の 規範強化に向けた改正案 

財務省が 2015 年度の ディスカッ ション・ペーパ ー に おいて指摘したＷＥＴの 不正問題に 対応することを目的として、ＷＥ

Ｔの 払戻限度額の 引き下げと、適格基準の 厳格化が 提案された。 

払戻限度額は現行の 500,000 ドル か ら段階的に 引き下げ られ、2017 年 7 月 1 日に は 350,000 ドル 、2018 年 7 月 1 日

に は 290,000 ドル に なる。また、厳格化された 適格基準は 2019 年 7 月 1 日か ら適用される。現時点では 、適格基準に

関する具体的な詳細は明らか に されていないが 、2015 年の ディスカッ ション・ペーパ ーに 基づけば、以下の 内容を含む

改正案に なると思われる。 

 「ワ イン製造者」の 定義の 厳格化 

 バル クワ イン、パ ッ ケージの 無いワ イン、ブランド名の 無いワ インを排除するため の 適格基準の 制限 

 WET の 払戻を受けるた め に ＷＥＴの 支払実績を提示するよう義務付け 

本改正案は ＷＥＴの 払戻の 管理に 関し現在認識されている抜け道を塞ぎ、予算案の 最終的な収益に 対する影響を軽

減するであろうと結論づけられる。 

関税 

オ ーストラリ ア認定貿易業者（Australian Trusted Trader, 以下オ ーストラリ アン・トラスト・トレーダ ー） 

オ ーストラリ ア政府が 貿易促進の 一環として促進している試験的プログ ラム であるオ ー ストラリ アン・トラスト・トレーダ ー

は、継続してオ ーストラリ ア政府か ら全額資金援助を受けている。当該資金援助はオ ー ストラリ アン・トラスト・トレーダ

ーを継続的に 運営するため に 必要な人材・プロセスの 確保、及びシステム の 向上を促進するため の 630 万ドル の 資本

支出を含む 。予算案の 発表前に 、移民・国境警備局大臣は、政府の オ ーストラリ アン・トラスト・トレーダ ーに 対するコミ

ッ トメントを確約し、また オ ー ストラリ アの Ｇ20 の 成長戦略達成に 向けて本プロ グ ラム が 果たす役割に つ いて説明した。 

本発表は 、政府に より分配された初期投資の 規模と相俟っ て、オ ー ストラリ ア 国境警備隊（Australian Border Force, 

"ABF"）は ATT 参加者へ 真の 利益を提供する為の リ ソー スを十分確保できると いうことを保証する形となっ た。また、
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ABF が 産業と連携する機能へ の 疑いを抑え、オ ーストラリ アン・トラスト・トレーダ ーの もと貿易業者が そ れぞ れに ふ さわ

しい恩恵を享受できるように なることが 予想される。 

将来的に 受けられる恩恵の 例として、定期的で効率的なレポーティング 、関税優遇制度、オ ーストラリ ア 及び海外に お

ける効率的な通関など が あげられる。これらの 恩恵は、国際的なサ プライチェーンの コンプライアンスコストを削減し、

通関時の 確実性を高め られると予想されている。 

タバ コ製品の 物品税値上げ

今回の 2016/17 年度予算に おいて直前まで明らか に されなか っ たが 、タバ コ物品税の 値上げ に つ いて、ここ数週の 間

に 与野党の 支持が 取り付けられていた 。将来の 見積もりで 47 億ドル の 税収を予測しており、政府は 2017 年 9 月 1 日

か ら 2020 年までの 間に 、タバコ物品税及び関税を年あたり 12.5％ずつ 引き上げていく予定である。 

これら改正案は 、既存の 12.5％の 増加（過去 4 年間）の 上に さらに 課されるもの で、今後毎年 9 月に 発効される予定で

ある。この 変更に より、オ ー ストラリ アに おけるタバ コ物品税はタバ コ１本の 値段の 69％近く（現行価格をベースに 計算）

に なる。 

上記変更に 加えて、政府はこれらの 新しい厳格措置を導入するため 、通関法（Customs Act 1901）、及び物品税法

（Excise Act 1901）に も変更を加える予定である。内容と して、違法なタバ コに 対する法律施行の 選択肢を増やすことな

どが ある。そ れら措置を強化し、違法なタバ コの 流通に 対抗するため の 追加的な金銭援助として、移民・国境警備局の

「タバコストライクチーム (Tobacco Strike Team) 」へ の 援助に 向こう 2 年間で 770 万ドル が 支給される予定である。 

間接税に 関するそ の 他重要事項

 政府は環太平洋戦略的経済連携自由貿易協定（TPP）へ の 署名と導入を公約した。これに より、関連する関税

収入が 1.95 億ドル 減少する見込みである。ＴＰＰ導入後の 収入減少が 比較的少額なの は、TPP 参加各国との

既存の そ の 他自由貿易協定に よるもの である。 

 世界貿易機構情報技術契約に 従い、政府は 2017 年 1 月 1 日より情報技術製品に 対する関税率を引き下げ

る予定である。この 引き下げ は相互の もの で、消費者とビ ジネスの 情報技術製品に 関するコストを削減するこ

ととなる。 

 アル コール 蒸留業者と 低アル コール 発酵飲料（low strength fermented beverages）の 製造者を対象とした限定

的な物品税の 払戻し政策が 2017 年 7 月 1 日より導入される予定である。この 措置に より向こう数年間に 発生

するコストは 900 万ドル の 見込みである。 

11.そ の 他の 税制改正案 

租税回避特別委員会(Tax Avoidance Taskforce)の 設置 

政府は ATO 内の 1,300 業務、新しい 390 名の 専門職員か らなる租税回避特別委員会設置の た め 、向こう 4 年間で

678.9 百万ドル の 資金を ATO に 提供する。これに より ATO は多国籍企業、大規模な公開/私有企業グ ル ープ及び富

裕層を対象に したより強化されたコンプライアンス活動を実施することが 可能に なる。 

財務長官に よると、当該対策案に より多国籍企業と富裕層を対象としたコンプライアンスプログ ラム の た め ATO に 対す

る資金が 55%増加し、ATO が 多国籍企業の 対処に 投入するリ ソースが 43%増加する。政府は ATO と証券投資委員会

(ASIC)との 間の 情報共有を強化し、ATO が 必要な情報を入手可能な状態となること を保証する。租税回避特別委員会

はオ ーストラリ ア税務当局長官に より直接指揮され、長官は社会へ の 透明性を保つ た め 政府に 定期的な進捗報告を行

い、初回の 報告書は年度末までに 提出が 予定されている。 

財務長官の 報道声明では、予定される全ての 支払に 関する取り決め が 公正で適切であることをレビ ューする役割とし

て著名な元裁判官に よるパ ネル の 形成など、特別委員会をサ ポー トするため 外部専門家が 任命される予定となっ てい

る。さらに 財務長官は 、特別委員会は ACC（オ ーストラリ ア犯罪委員会）、AFP（オ ーストラリ ア連邦警察）及び
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AUSTRAC（豪州取引報告分析センター）を含む パ ートナーと連携して活動し、税犯罪を対処するより効率的なア プロー

チを主導する ASIC と ATO の 情報共有及び分析を改善することが 可能となる新しい法律が 導入される予定であると述

べ ている。 

つ い先週公表された納税者に 対する 4 つ の 注意喚起事項（過少資本税制、昨年法制化された多国籍企業租税回避防

止規定の 導入、関連会社間での 通貨スワ ッ プに 関するアレンジメント、クロスボーダ ー の リ ースアレンジメント）か ら明ら

か なように 、ATO が 国際的な税務リ スクに 非常に 注目しているタイミング で今回の 資金増加が 行われている。 

12.税制改正案の 今後 

ターンブル 首相が 連邦総督に 両院解散を向こう一週間以内に 嘆願することが 予測されており、2016 年 7 月 2 日に 総選

挙が 実施される可能性が 高まっ ている。選挙が ある年の 予算案で発表される改正案の 法制化は複雑化する傾向に あ

るが 、今年に 関しては 予算案発表後、短期間で総選挙に なる可能性が ある為、法制化へ の 流れが 更に 複雑となる。特

に 今年度予算案に て発表された重要な税制改正案の 数多くが 議会の 解散前に 法制化されない為、本予算案は 事実上、

現政権に よるマニ フェストを意味することに なる。 

税制改正案は今後の 総選挙の 結果に 大きく影響を受けることか ら、二大政党に て今日までに 発表されている、スー パ

ーアニ ュエーションを含め た 税制改正案の 比較表は 下記の 通りとなる。2016 年 5 月 5 日か ら開始される野党との 討論

を受け、総選挙までの 間、今後更に 様々な改正案が 発表されることが 予測される。 

対象項目 連立政権に よる改正案 労働党に よる改正案

法人税率 全ての 法人を対象に 今後 10 年間

で法人税率を 25%まで段階的に 引

き下げる。 

年間合計売上高 10 百万ドル 未満

の 小規模事業は 低税率の 恩恵を受

けることが できる。 

正式な改正案は 発表されていない。 

労働党は 以前、法人税率引き下げ を

支持していた が 、大企業に 対する税

率引き下げ に 関しては 支持しない方

向。 

個人所得税率 名目所得の 増加に 伴う税負担を考

慮し、37%の 税率が 適用される課税

所得レンジが 8 万ドル 超か ら 8 万 7

千ドル 超へ 増額。 

非法人の 小規模事業に 対する減税

は今後 10 年間で段階的に 増額。 

改正案の 発表は 行われていないが 、

現政権に よる時限的財政再建税の

撤廃を批判。 

GST GST 税率等の 基本ル ー ル は 現行を

維持する一方、低価格輸入品目へ

の GST 課税を検討。 

正式な改正案の 発表はないが 、GST

ル ール の 改正は行わないことを示

唆。 

多国籍企業の 租

税回避/透明性/ 

移転価格 

迂回利益税（DP T）の 導入に より、

オ ーストラリ アか らの 意図的な利益

移転は 40%に て課税。 

移転価格ル ール の 変更を行い

OECD 推奨の BEPS（税源浸食と利

益移転）対応を実施。 

オ ーストラリ アに て多国籍企業が 所

得控除可能としている負債利子の 限

度額に 関して、対象となる企業の 全

世界オ ペレーションに 占め る負債比

率へ と過少資本ル ー ル を変更。 

オ ーストラリ アに おけるハ イブリ ッ ト事

業体とハ イブリ ッ ト金融商品の 税制

措置に 関し、企業が 二か 国以上で非
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OECD の BEPS 対応を導入するこ

とで、税制委員会か らの 提言に ある

ハイブリ ッ ト・ミスマッ チ効果の 無効

化。 

ATO へ の 情報開示が 正しく行われ

なか っ た大企業に 対するペナル ティ

ーの 拡充（現行の 100 倍） 

新規租税回避特別委員会(Tax 

Avoidance Taskforce)設立に 伴い

ATO へ の 追加資金の 投入および、

富裕層に よる租税回避の 取締り強

化。 

課税処理または所得控除をおこなう

機会を減少させるため 、オ ー ストラリ

ア国外の 税制と取扱いを一致させる

ことを示唆。 

多国籍企業の 利益移転の 取締り強

化を目的とした ATO に 対する追加資

金の 投入。 

国別報告書（Country-By-Country 

report）未提出の 大企業に 対するペ

ナル ティーの 拡充。（現行ペナル ティ

ー金額の 50 倍） 

ATO に よる、大手非上場企業に 関す

る税務情報の 公開対象とする 1 億ド

ル の 条件を改め て導入。 

オ ーストラリ アの 法人、信託及びそ の

他の 事業形態の 実質所有者に 関し

て、公的に アクセス可能なデ ータベー

スの 構築。 

スーパ ーアニ ュ エ

ーション 

追加拠出税 15%の 適用対象となる

高額所得者の 年間所得基準を 30

万ドル か ら 25 万ドル へ 減額。 

税優遇措置対象となる引き出し時

の 年金残高上限を 160 万ドル に 定

め る。 

所得控除となる拠出額の 上限を 2

万 5 千ドル へ 減額。 

所得控除の 対象とされていた個人

納税者に よる拠出に 関する 10%ル

ール の 廃止。 

優遇措置の 対象とならない拠出額

の 上限を生涯 50 万ドル とする。 

年金拠出目的に おける就労資格の

年齢制限を変更。 

低所得配偶者に 対する拠出に おけ

る納税者本人の 所得基準を増額。 

低所得者の スーパ ーアニ ュ エーショ

ン拠出額に 対する減税ル ー ル の 導

入。 

追加拠出税 15%の 適用対象となる高

額所得者の 年間所得基準を 30 万ド

ル か ら 25 万ドル へ 減額。 

年金所得が 年間 7 万 5 千ドル を超え

る場合に 対する 15%での 課税。 
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退職収入アレンジメントへ の 移行に

関するル ール の 変更。 

退職年金支払いに 伴う課税ル ール

の 変更。 

優遇措置(Anti-detriment 

payments)の 廃止 

タバコ税 2017 年 9 月 1 日か ら４年間に わた

り毎年 12.5%ずつ 増税。 

2017 年 9 月 1 日か ら４年間に わたり

毎年 12.5%ずつ 増税。 

キャピタル ゲイン

税 

変更なし。 2017 年 7 月 1 日以降購入された全

ての 資産に 対するキャピタル ゲイン

課税対象額の 割引率を 25%へ 引き下

げる。 

ネガティブギアリ

ング  

変更なし。 2017 年 7 月 1 日より、ネガティブギ

アリ ング は新築住宅の みへ の 適用に

限定する。 

イノベーション 
国家イノベーション科学アジェンダ

では以下の 税関連の 改正案が 含ま

れる。 

・ 20 万ドル を上限とした投資額に

対する 20%の 税控除や、1 年以

上、10 年未満の 期間保有され

た投資事業の 売却益に 対する

CGT 課税の 免除といっ た 、イノ

ベーション新規事業立ち上げ を

サ ポートする投資家に 対する税

優遇措置。* 

・ 法人税繰越欠損金適用条件で

ある「同一事業テスト(same 

business test)」を「同種事業テス

ト(predominantly similar 

business test)」へ 緩和。 

・ 「Early Stage Venture Capital 

Limited Partnerships」に おける

合弁事業パ ートナー に 対する

10%税控除を含め た「Venture 

Capital Limited Partnerships」に

関する改正。* 

・ 減価償却時に おける無形資産

の 耐用年数に 関し自己判断が

可能となる。 

「Australian Angel Investment 

Scheme」と呼ばれるスキーム を導入

することで以下の 改正案を検討。 

・ 年間 20 万ドル を上限とした 投資

額に 対し、50%の 所得控除適用を

可能とする。 

・ 20 万ドル の 上限を満たさない年

度に おける減税措置の 繰越し。 

・ 3 年間以上保有した新規ベンチャ

ー事業へ の 資本投資に 対するキ

ャピタル ゲイン課税の 免除。 

・ 当該スキーム に おける投資の 結

果発生した損失額を、給与所得

か ら控除することを可能とする。 

・ 直近の キャピタル ゲ インを基に 新

規ベンチャー事業へ 直接投資し

た場合、投資に 対するキ ャピタル

ゲイン課税を繰り延べ る。 

*Note: This measure is already before Parliament.
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今年度予算案での 発表内容および上述の 改正案の 他、連邦政府が 取り組んで来た税制改正案に は以下が 含ま

れる。 

 税務長官へ の 法的な救済権限の 付与。同法案は 2016 年 4 月 15 日の 国会に て審議されていたが 、現在承

認はされていない。 

 2015 年 11 月 12 日に 署名されたオ ーストラリ アとドイツ間での 新しい租税条約の 発効。 

 ビ ッ トコインを含め た電子通貨に関する GST 法の 改正。同改正案に対する審議が 開始される旨の ディスカッ

ションペーパ ーは本予算案発表日に発行されている。 

今年度の 予算案では成長と公平性に 的を絞っ た様々な改正案が 発表されたが 、包括的な税制改正案までは至っ

ていないことか ら、消費と投資に おいて、州税と連邦税が そ れぞ れ最適な形で且つ オ ーストラリ ア国内に て課税さ

れるよう、本当の 意味での 税制改革に 関して両政党が 改め て審議を行うことを期待する。 
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